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■10月より医療機関窓口での資格確認が本格実施されます。
顔認証付きカードリーダーの導入など、 医療機関側の準備も進められています。

■医療機関窓口での本人への意思確認により、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証
などの情報の確認も可能です。また、特定健診情報や薬剤情報の参照も可能となります。

健保連説明会資料「オンライン資格確認について」よりダスキン健保組合にて作成

健康保険証などの取扱いについて
（オンライン資格確認の開始）

〇オンラインで資格を確認する仕組みを導入済の医療機関・薬局と未導入の医療機関・薬局
で対応が異なります。

（※1）導入・未導入の見分け方：利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省、
社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表される予定です。
また、導入医療機関などのポスター・ステッカーなどで確認できます。

（※2）マイナンバーカード利用のためには、事前にマイナポータルで保険証利用のお申込を
お願いします。セブン銀行のATMなどでも申込が可能になります。

⇒ 受診する医療機関・薬局によってマイナンバーカードが利用できないことも
ありますので、ご利用にあっては必ずホームページなどでご確認をお願いします。
また、合わせて保険証も持参してください。
今後、マイナンバーカードの普及に伴い、利用できる医療機関・薬局も
増えてくる見込みです。


